
さぬき市医療・福祉施設等支援給付金支給事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰

に直面する市内の医療・福祉施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を

支援するために特別に給付金を支給する医療・福祉施設等支援給付金支給事業

（以下「給付金事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義等） 

第２条 この要綱において「医療・福祉施設等」とは、医療施設等、児童福祉施設

等、障害福祉施設等又は高齢者福祉施設等で、国又は地方公共団体（以下この項

において「地方公共団体等」という。）以外のものが運営するものをいう。 

２ この要綱において「医療施設等」、「児童福祉施設等」、「障害福祉施設等」

及び「高齢者福祉施設等」とは、それぞれ別表第１から別表第４までの左欄に掲

げる区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる施設又は同欄に掲げる事業等を行う

事業所等をいう。 

 （支援給付金） 

第３条 市長は、この要綱に定めるところにより医療・福祉施設等支援給付金（以

下「支援給付金」という。）を支給する。 

 （支給対象等） 

第４条 支援給付金は、令和４年１２月１日から第６条の規定による申請の日まで

の間、継続して市内で（別表第１薬局等の項第４号に掲げる業務にあっては、同

号の届出をした施術者が市内に住所を有して）事業等を行っている医療・福祉施

設等に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 

(1) 当該医療・福祉施設等が、法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始

等に係る登録、届出等のみを行い、当該期間において実際に事業等を行った実

績がないと市長が認める場合 

(2) 第６条の規定による申請の日において、当該医療・福祉施設等（これらを経

営する個人又は法人その他の団体（以下「法人等」という。）を含む。次号に

おいて同じ。）に関して市税に滞納がある場合 

 (3) 当該医療・福祉施設等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。)、暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。）又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合 

 （支援給付金の額） 

第５条 支援給付金の額は、一の支給対象施設等（前条の規定により支援給付金の

支給の対象となる医療・福祉施設等をいう。以下同じ。）につき、別表第１から



別表第４までの左欄に掲げる区分に応じ、これらの表の右欄に定める支給額を合

算した額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支援給付金の額については、次に掲げるとおり取り

扱うものとする。 

 (1) 医療・福祉施設等が、医療施設等、児童福祉施設等、障害福祉施設等又は高

齢者福祉施設等のうち二以上に該当するものである場合は、いずれか一にのみ

該当するものとして算定する。 

 (2) 障害福祉施設等又は高齢者福祉施設等（前号の規定によりこれらに該当する

ものとした場合を含む。）が、それぞれ別表第３又は別表第４に掲げる施設又

は事業等のうち同一の表に掲げる複数の施設又は事業等に該当するものである

場合は、いずれか一の施設又は事業等に該当するものとして算定する。 

 (3) 前２号の規定を適用する場合は、次条第１項に規定する施設代表者から特段

の申出がない限り、算定の結果により支給する支援給付金の額が最も大きくな

る医療・福祉施設等の種別及び施設又は事業等に該当するものとして、算定す

る。 

（支給の申請及び支給の方式） 

第６条 支援給付金の支給の申請（以下「支給申請」という。）は、次項及び第３

項に定めるところにより、医療・福祉施設等を代表する法人等（当該医療・福祉

施設等を経営する法人等のほか、当該医療・福祉施設等が支店、支所等に当たる

場合は、それらの施設管理者等、当該法人等から権限を与えられて現に当該医

療・福祉施設等の管理運営を行っていると市長が認める個人を含む。以下「施設

代表者」という。）が行うものとする。 

２ 支援給付金の支給を受けようとする施設代表者は、令和５年１月１６日から令

和５年２月１７日までの間に、医療・福祉施設等支援給付金申請書（請求書）

（様式第１号。以下「申請書」という。）に誓約書（様式第２号）その他市長が

必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 前項の場合において、一の法人等が複数の医療・福祉施設等の施設代表者に該

当する場合は、当該法人等が当該複数の医療・福祉施設等に係る支給申請を一括

して行うことができる。 

４ 支援給付金の支給は、市が支給申請を行った施設代表者（以下「申請者」とい

う。）から指定された金融機関の口座（当該申請者又はその代表者その他市長が

適当と認める者の名義のものに限る。）に振り込む方法により行うものとする。 

（支給の決定及び支給） 

第７条 市長は、支給申請の内容を審査し、適当と認めたときは、支援給付金の支

給を決定し、当該申請に係る医療・福祉施設等に対し支援給付金を支給する。 

（支援給付金の支給等に関する周知） 



第８条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象施設等の要件、申請の方法、

申請受付期間等の事業の概要について、市内の医療・福祉施設等又はそれらを経

営する法人等に対し文書等により周知を行うものとする。 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第９条 市長が前条の規定による周知等を行ったにもかかわらず施設代表者から第

６条第２項に規定する期限までに支給申請が行われなかった場合は、当該施設代

表者に係る医療・福祉施設等が支援給付金の支給を受けることを辞退したものと

みなす。 

２ 市長は、第７条の規定による支給決定を行った後、申請書又はその添付書類の

不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、当該不備の

補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により、令和５年３月３

１日までに支援給付金の支給ができなかったときは、当該支給申請が取り下げら

れたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１０条 市長は、支援給付金の支給を受けた後に、当該支給に係る医療・福祉施

設等が支給対象施設等の要件に該当しないこと若しくは支給額の算定に誤りがあ

り超過支給であることが判明した法人等又は偽りその他不正の手段により支援給

付金の支給を受けた法人等に対し、支給を行った支援給付金（超過支給の場合は、

当該超過分に限る。）の返還を求めるものとする。 

（権利の譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１２月２３日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１０条の

規定による支援給付金の返還については、この要綱の失効後も、なお従前の例に

よる。 

別表第１（第２条関係） 

 医療施設等 

区分 施設又は事業等 支給額 

  千円 



病院 病院 ３６０＋ 

  ２．５×病 

  床数 

有床診療所 患者を入院させるための施設を有する診療所 １８０ 

無床診療所 患者を入院させるための施設を有しない診療所 ９０ 

助産所等 (1) 助産所 

(2) 訪問看護ステーション（健康保険法（第１１年法

律第７０号）第８８条第１項に規定する指定訪問看

護事業者であるものに限る。） 

５０ 

薬局等 (1) 薬局 

(2) 施術所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ

う師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）

第９条の２第１項の規定による届出をしたものに限

る。） 

(3) 施術所（柔道整復師法（昭和４５年法律第１９

号）第１９条第１項の規定による届出をしたものに

限る。） 

(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に

関する法律第９条の３の規定による届出をした施術

者が、専ら出張によって従事する業務 

２５ 

備考  

１ 病院、診療所及び薬局は、健康保険法第６３条第３項第１号に規定する保

険医療機関又は保険薬局であるものに限る。 

２ この表において「病床数」とは、令和４年４月１日から令和４年１２月１

日までの間において、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用し

た病床数をいう。 

３ この表薬局等の項第２号及び第３号に掲げる施術所が同一の建物内におい

て室を分けることなく設置されている場合は、当該各号のいずれかにのみ該

当するものとみなす。 

別表第２（第２条関係） 

 児童福祉施設等 

区分 施設又は事業等 支給額 

  千円 



入所系 (1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定

する、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、 

児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）及び小規

模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

１８０ 

 (2) 地域小規模児童養護施設設置運営要綱（平成１２

年５月１日付け児発第４８９号厚生省児童家庭局長

通知別紙）に規定する地域小規模児童養護施設 

 

通所系 (1) 幼稚園、保育所及び認定こども園 

(2) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）に規定する地域型保育事業 

(3) 認可外保育施設（児童福祉法第５９条の２第１項

の規定による届出をしたものに限る。） 

(4) 放課後児童クラブ 

６０ 

里親等 (1) 里親（現に児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定による委託を受けているものに限る。） 

(2) 社会福祉法人香川県社会福祉協議会が実施する香

川県子どもの未来応援ネットワーク事業において

「支援の場」として登録されている施設等 

２５ 

別表第３（第２条関係） 

 障害福祉施設等 

区分 施設又は事業等 支給額 

  千円 

入所系 (1) 療養介護、施設入所支援 

(2) 児童福祉法に規定する障害児入所施設 

１８０ 

居住系 共同生活援助（グループホーム） ９０ 

通所系 (1) 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援及び就労定着支援 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第

１９号）に規定する宿泊型自立訓練 

(3) 児童福祉法に規定する児童発達支援センター、児

童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイ

サービス 

６０ 

訪問・相談

系 

(1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、

自立生活援助、計画相談支援（児童福祉法に規定す 

２５ 



 る障害児相談支援を含む。）、地域移行支援及び地

域定着支援 

(2) 児童福祉法に規定する居宅訪問型児童発達支援及

び保育所等訪問支援 

 

備考 この表中欄に掲げる施設又は事業等は、特に規定する場合を除き、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号）に規定する施設又は事業等とする。 

別表第４（第２条関係） 

 高齢者福祉施設等 

区分 施設又は事業等 支給額 

  千円 

入所系 (1) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療

院、短期入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

(2) 旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設 

(3) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び軽費老

人ホーム 

１８０ 

居住系 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護

及び地域密着型特定施設入居者生活介護 

９０ 

通所系 (1) 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護及び小規模多機能

型居宅介護 

(2) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）に規定する看護小規模多機能型居宅介護 

６０ 

訪問・相談

系 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、定期巡回・随時対応型訪問看護、夜間対応

型訪問介護及び居宅介護支援 

５０ 

備考 

 １ この表中欄に掲げる施設又は事業等は、特に規定する場合を除き、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）に規定する施設又は事業等とする。 

２ 短期入所生活介護には、特別養護老人ホームの利用されていない居室を利

用して行うもの（空床利用型）は、含まない。 

 ３ この表において「旧介護保険法」とは、平成１８年法律第８３号による改

正前の介護保険法をいう。 

 ４ 通所リハビリテーションには、医療機関の施設又は介護老人保健施設内で 



実施しているものは、含まない。 

 ５ 備考４に掲げるもののほか、この表中欄に掲げる施設又は事業等には、保 

険医療機関又は保険薬局について、介護保険法第７１条第１項の規定により

同法第４１条第１項本文の指定があったものとみなしてこれらの者が行う同

法に規定する居宅サービスは、含まない。 

 

 


